自立支援医療（更生医療）の申請について
●更生医療は必ず入院前、手術前に申請してください。事前に申請がないとこの制度は受けられません。
●指定された医療機関以外では、更生医療は受けられません。かかっている病院が指定医療機関かどうか、申請前に窓口若しくはお電話でご確認ください。
●申請に必要なもの（①・③は障害福祉課にあります）

　　①自立支援医療費支給認定申請書

　　②自立支援医療（更生医療）意見書（指定の医師が記入したもの）

　　③収入申告書
　　④身体障害者手帳　　

　　　（更生医療の申請と同時に新規に手帳交付申請をする場合は不要）

　　⑥健康保険の内容が分かる資格確認書または資格情報のお知らせ（写し可）

　　⑦特定疾病療養受療証（人工透析の場合）（写し可）
　　⑧（ア）本人が申請する場合

　　　・『本人（申請者）の個人番号カード』

         または

      ・『本人（申請者）の通知カード』　及び

        『本人（申請者）の身元確認ができるもの』

　　　　【例】身体障害者手帳、運転免許証、パスポート　等

　　　（イ）代理人が申請する場合

　　　・『本人の個人番号カード』　及び

　　　　『代理人（申請者）の身元確認ができるもの』

　　　　【例】身体障害者手帳　運転免許証、パスポート　等　　　　 

　　　　 または

      ・『本人の通知カード』　及び

        『代理人（申請者）の身元確認ができるもの』　　

※代理人が申請する場合、本人の個人番号の確認を行います。
※自立支援医療（更生医療）の申請書には、本人と同じ医療保険（国民健康

保険、社会保険等）にご加入の世帯全員の個人番号を記入する必要があります。

本人以外の方の個人番号は、個人番号カード等の写し、もしくはマイナンバー

記載したメモ等をご持参下さい。　
●緊急手術で、前日の５時以降（土日祝祭日の場合を含む）に意見書を受け取った方は、申請時に窓口に申し出てください。
●更生医療は、健康保険適用の医療費のみ有効です。病院での寝具等保険適用外の費用及び食事療養費については、別途病院より請求があります。

＜受付場所＞
大分市役所障害福祉課（本庁１５番窓口）
東部保健福祉センター（鶴崎市民行政センター内）
西部保健福祉センター（稙田市民行政センター内）
＜問い合わせ先＞

　大分市福祉事務所　障害福祉課

　大分市荷揚町２番３１号
　TEL:097-534-6111　内線1444

　FAX:097-537-1411

